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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第96期

中間連結会計期間
第97期

中間連結会計期間
第96期

会計期間
自 2024年４月１日

至 2024年９月30日

自 2025年４月１日

至 2025年９月30日

自 2024年４月１日

至 2025年３月31日

売上高 （百万円） 45,810 46,293 99,253

経常利益 （百万円） 655 2,876 3,843

親会社株主に帰属する
中間（当期）純利益

（百万円） 536 1,964 2,726

中間包括利益又は包括利益 （百万円） △67 4,190 4,030

純資産額 （百万円） 47,109 53,833 50,616

総資産額 （百万円） 74,164 81,855 80,887

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 18.53 68.38 94.32

潜在株式調整後
１株当たり中間（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 63.5 65.8 62.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 1,339 3,701 7,623

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △141 △616 △177

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △1,456 △3,988 △3,073

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

（百万円） 8,339 12,064 12,968
 

(注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していな

い。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はない。また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

 なお、重要事象等は存在していない。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により、緩やかな回復が続

くことが期待されるものの、アメリカの通商政策の影響による景気の下振れリスク、金融資本市場の変動などの影

響により、先行きは不透明な状況が続いている。

 建設業界においては、公共投資は堅調に推移し、設備投資は緩やかに持ち直しをしているものの、労務費や資材

価格の高止まりによる建設コストの適切な管理や少子高齢化が進む中で顕在化している担い手不足への対処など、

予断を許さない事業環境が続いている。

このような経済情勢の中で、当社グループの当中間連結会計期間の業績は、以下のとおりとなった。

売上高は、前年同期比1.1％増の462億93百万円となった。

利益については、営業利益は前年同期比538.9％増の25億76百万円、経常利益は前年同期比338.8％増の28億76百

万円、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比266.4％増の19億64百万円となった。

セグメントの業績は、次のとおりである。

①  建設事業

完成工事高は、前年同期比1.6％増の454億71百万円となった。セグメント利益（営業利益）は、完成工事総利

益率の改善等により、前年同期比426.6％増の27億97百万円となった。

②  不動産事業等

不動産事業等売上高は、連結子会社における開発不動産売上の減少により、前年同期比23.6％減の８億22百万

円となった。利益については売上高の減少により、セグメント利益（営業利益）は前年同期比4.1％減の２億99百

万円となった。

 
当中間連結会計期間末における資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等が20億円及び電子記録債権が11億21

百万円減少する一方、投資有価証券が34億44百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1.2%増の818億

55百万円となった。

負債合計は、短期借入金が30億円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ7.4％減の280億22百万円と

なった。

純資産合計は、利益剰余金が配当金の支払いにより９億48百万円減少する一方、親会社株主に帰属する中間純利

益の計上により19億64百万円増加及びその他の包括利益累計額がその他有価証券評価差額金で22億53百万円増加し

たこと等により、前連結会計年度末に比べ6.4％増の538億33百万円となった。

これにより、当中間連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ、3.2ポイント向上し、65.8％と

なった。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の増加が37

億１百万円（前年同期は13億39百万円の増加）、投資活動による資金の減少が６億16百万円（前年同期は１億41百

万円の減少）、財務活動による資金の減少が39億88百万円（前年同期は14億56百万円の減少）となり、これにより

資金は前連結会計年度末に比べ９億４百万円減少（前年同期は２億57百万円の減少）し、120億64百万円（前年同期

は83億39百万円）となった。

各活動における主な増減の内訳については、次のとおりである。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金は、税金等調整前中間純利益28億76百万円を計上、売掛債権の減少、未成工事受入金の増加

により35億25百万円増加したこと等により、営業活動による資金は37億１百万円の増加となった。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出により３億58百万円、有価証券及び投資有価証券の取得

による支出により１億52百万円減少したこと等により６億16百万円の減少となった。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、短期借入金の減少、配当金の支払による減少等により39億88百万円の減少となった。

 
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において新たに発生した、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はない。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりである。

 
株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

（Ⅰ）会社の支配に関する基本方針

　上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認められてお

り、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するもの

ではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

　しかしながら、このような株式の大規模な買付や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株

主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の

取締役会や株主が買付の条件等について検討するための、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するため

の十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。

　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源

泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係等を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えています。

　従いまして、当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又は

これに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えま

す。
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（Ⅱ）会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しています。これらの取組みは、上記

(Ⅰ)の基本方針の実現に資するものと考えています。

企業価値向上への取組み

当社は総合建設業を営み、1586年（天正14年）の創業以来、430年余の社歴を有しています。“質素で堅実な企

業風土を守り、地道に本業に取組む”経営姿勢を貫き、積み重ねてきた幾多の施工実績と健全な企業体質によ

り、顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた良好な関係を維持し促進することにより、

企業価値を向上させていきたいと考えています。

当社として、具体的には以下のとおり取組んでまいります。

①安定した工事量と収益源の確保

従来からの顧客の掘り起こしと新規顧客の開拓を着実に進め、提案型受注活動に積極的に取組むとともに、メ

ンテナンスや耐震改修・リニューアル工事等きめ細かな営業活動にも注力し、特定の用途種別に集中することな

く、バランスの取れた受注の確保に努めてまいります。

②工事品質の向上とコストの低減

新技術・新工法の開発と伝統技術の研鑽・新技術との融合に取組み、技術力の向上、高品質で適正価格の構築

物の提供に努めてまいります。

③社寺建築技術の継承

創業以来手がけてきた数多くの「神社仏閣」や「城郭・文化財」等の伝統技術の継承を、当社の社会的使命と

位置づけて積極的に取組んでまいります。

④不動産事業等の拡充

安定した収益源の確保と保有資産の有効活用のため、計画的な事業拡充を図ってまいります。

⑤企業体質の強化、財務の健全化

多額の代金立替の発生や多岐にわたる回収条件の設定等、受注産業としての建設業の特性を勘案し、常に財務

の健全化を図り、企業体質の強化に努めてまいります。

⑥社会的信頼の向上

『お客様の立場に立って考え行動する』を基本的な行動指針とし、企業活動を通じ安全への積極的な取組み、

品質及び顧客満足の向上、環境保護への取組み、コンプライアンスの徹底や社会的規範の遵守、的確な情報開示

や地域社会との共生等に対する推進体制を構築し、社会的責任の向上に取組んでまいります。

コーポレート・ガバナンスの強化の取組み

当社は、あらゆるステークホルダーと適切な関係を維持するためにコーポレート・ガバナンスを充実すること

は中長期的な企業価値の向上及び株主共同の利益の向上に資すると考えており、経営の最重要課題の一つと位置

付けております。このため、取締役会の運営においては、社外取締役を選任し、経営の透明性、公正性及び効率

性を確保することに努めております。

当社は、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役を含めた監査役の監査により、経営の実効性を高

め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。また、リスク管理や内部統制システムの整

備等を通じて内部管理体制の強化に努め、企業行動憲章及びコンプライアンス行動指針に基づいた健全な企業活

動を推進し、ガバナンスの充実を図っております。

さらに、コンプライアンス体制の強化を目的に、法令遵守や社内の啓蒙活動を行う機関としてコンプライアン

ス委員会を設置のほか、気候関連をはじめとするサステナビリティ課題への対応方法、推進のための具体的方

針、社内啓発・教育に関する事項等を審議・検討を目的とするためサステナビリティ委員会を設置しておりま

す。
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（Ⅲ）会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組みの概要

当社は、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止する取組みとして「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいま

す。）を導入し、継続しております。

当社は、当社株式に対する大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするために、必

要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひい

ては株主共同の利益に合致するものと考えます。

そこで本プランでは、①特定の株主グループが議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買

付行為、②結果として特定の株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為、又は③上記①

若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主グループが、当社の他の株主（複

数である場合を含みます。以下本③において同じです。）との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果とし

て当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定

株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調し

て行動する関係を樹立するあらゆる行為（但し、当社が発行者である株券等につき当該特定株主グループと当該

他の株主の議決権割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。）を自ら単独で又は他の者と共同ないし協

調して行う又は行おうとする大規模買付者に対して、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のた

め事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、当社取締役会が当該大規模買付行為について評

価、検討、交渉、意見形成、代替案立案を行うための期間を設け、係る期間が経過した後に大規模買付行為が開

始されるべきであることを要請するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を策定いたしました。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、及び大規模買付ルールが遵守されている場合であって

も、当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらす等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著し

く損なうと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権の無償割当て

等、会社法その他の法律が認める対抗措置の必要性、相当性を十分検討した上で発動の是非について判断し、原

則として株主総会において対抗措置発動の決議を経た上で発動するものとします。なお、大規模買付者が大規模

買付ルールを遵守しない場合であって、かつ、大規模買付行為が行われる前に株主総会を開催することが不可能

であるか又は困難であると判断されるときは、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で当社取締役会の決定によ

り、対抗措置を発動するものといたします。

 
（Ⅳ）本プランの合理性について（本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて）

本プランは、①買収への対応方針に関する指針の要件を充足していること、②株主共同の利益の確保・向上の

目的をもって継続されていること、③株主意思を尊重するものであること、④デッドハンド型の対応方針やス

ローハンド型の対応方針ではないこと、⑤独立性の高い社外者の判断を重視していること等の理由から、会社の

支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社会社役員の地位の維持を

目的とするものではないと考えております。

 
(4) 研究開発活動

特記事項なし。

 

３ 【重要な契約等】

特記事項なし。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

 

 
② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2025年11月14日)

　 上場金融商品取引所名

   又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 30,580,000 30,580,000
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株である

計 30,580,000 30,580,000 － －

 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

　　

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項なし。

 

EDINET提出書類

松井建設株式会社(E00064)

半期報告書

 7/22



 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2025年９月30日 － 30,580,000 － 4,000 － 322

 

 
(5) 【大株主の状況】

2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株
式を除く。)の総数
に対する所有株式
数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区赤坂１－８－１ 2,244 7.82

光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 東京都豊島区西池袋１－４－１０ 1,867 6.50

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 1,303 4.54

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１－２－２６ 1,303 4.54

松井建設取引先持株会 東京都中央区新川１－１７－２２ 1,272 4.43

株式会社大垣共立銀行 岐阜県大垣市郭町３－９８ 1,229 4.28

松井建設従業員持株会 東京都中央区新川１－１７－２２ 1,176 4.10

株式会社松井興産 東京都中央区新川１－１７－２２ 935 3.26

公益財団法人松井角平記念財団 東京都中央区新川１－１７－２２ 850 2.96

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－３－３ 764 2.66

計 － 12,945 45.07
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,859,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,713,100 287,131 －

単元未満株式 普通株式 7,800 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数  30,580,000 － －

総株主の議決権 － 287,131 －
 　
(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が600株含まれてい

る。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれている。

 
② 【自己株式等】

2025年９月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式)
松井建設株式会社

東京都中央区新川
１―17―22

1,859,100 － 1,859,100 6.08

 － 1,859,100 － 1,859,100 6.08
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

 

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に

準じて記載している。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成している。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月30

日まで）に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けている。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 13,462 12,507

  受取手形・完成工事未収入金等 28,791 26,790

  電子記録債権 1,121 -

  有価証券 - 100

  未成工事支出金 359 408

  販売用不動産 0 0

  未収入金 609 485

  その他の棚卸資産 ※1  205 ※1  232

  その他 216 1,571

  流動資産合計 44,767 42,097

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 5,653 5,563

   土地 10,623 10,623

   その他（純額） 550 724

   有形固定資産合計 16,827 16,910

  無形固定資産 324 459

  投資その他の資産   

   投資有価証券 14,657 18,102

   退職給付に係る資産 3,608 3,640

   その他 1,140 1,117

   貸倒引当金 △437 △473

   投資その他の資産合計 18,968 22,387

  固定資産合計 36,120 39,758

 資産合計 80,887 81,855
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金等 8,674 9,096

  短期借入金 ※2  3,000 -

  未払法人税等 606 1,048

  未成工事受入金 9,871 10,268

  賞与引当金 762 793

  工事損失引当金 105 37

  その他の引当金 266 275

  その他 1,748 462

  流動負債合計 25,033 21,983

 固定負債   

  退職給付に係る負債 1,697 1,567

  その他 3,539 4,471

  固定負債合計 5,237 6,039

 負債合計 30,271 28,022

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,000 4,000

  資本剰余金 333 333

  利益剰余金 39,356 40,371

  自己株式 △1,370 △1,395

  株主資本合計 42,319 43,309

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 6,952 9,206

  退職給付に係る調整累計額 1,344 1,316

  その他の包括利益累計額合計 8,297 10,523

 純資産合計 50,616 53,833

負債純資産合計 80,887 81,855
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 45,810 46,293

売上原価 43,367 41,385

売上総利益 2,442 4,908

販売費及び一般管理費 ※1  2,039 ※1  2,332

営業利益 403 2,576

営業外収益   

 受取利息 5 12

 受取配当金 217 269

 その他 52 42

 営業外収益合計 276 324

営業外費用   

 支払利息 16 15

 支払手数料 3 5

 その他 2 3

 営業外費用合計 23 24

経常利益 655 2,876

特別利益   

 固定資産売却益 15 -

 投資有価証券売却益 91 -

 特別利益合計 106 -

特別損失   

 投資有価証券売却損 18 -

 特別損失合計 18 -

税金等調整前中間純利益 743 2,876

法人税、住民税及び事業税 43 996

法人税等調整額 164 △83

法人税等合計 207 912

中間純利益 536 1,964

親会社株主に帰属する中間純利益 536 1,964
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【中間連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

中間純利益 536 1,964

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △584 2,253

 退職給付に係る調整額 △18 △27

 その他の包括利益合計 △603 2,226

中間包括利益 △67 4,190

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 △67 4,190
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益 743 2,876

 減価償却費 241 243

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 35

 受取利息及び受取配当金 △223 △282

 支払利息 16 15

 有形固定資産売却損益（△は益） △15 -

 売上債権の増減額（△は増加） △1,691 3,128

 棚卸資産の増減額（△は増加） 259 △26

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,239 394

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,465 397

 未成工事支出金の増減額（△は増加） 109 △49

 賞与引当金の増減額（△は減少） △40 31

 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） △287 △202

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △552 △67

 未収入金の増減額（△は増加） 3,478 124

 その他の引当金の増減額（△は減少） △19 9

 投資有価証券売却損益（△は益） △72 -

 未払消費税等の増減額（△は減少） - △847

 その他 290 △1,767

 小計 1,453 4,012

 利息及び配当金の受取額 189 239

 利息の支払額 △16 △15

 法人税等の支払額 △288 △536

 法人税等の還付額 1 1

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,339 3,701

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △409 △358

 有形固定資産の売却による収入 65 -

 貸付金の回収による収入 3 0

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △140 △152

 
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

178 -

 無形固定資産の取得による支出 △35 △99

 定期預金の預入による支出 △6 △6

 定期預金の払戻による収入 204 -

 投資活動によるキャッシュ・フロー △141 △616

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △376 △948

 短期借入金の純増減額（△は減少） △1,000 △3,000

 自己株式の純増減額（△は増加） △65 △24

 その他 △13 △15

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,456 △3,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △257 △904

現金及び現金同等物の期首残高 8,596 12,968

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1  8,339 ※1  12,064
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【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

※１ その他の棚卸資産の内訳

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

未成業務支出金 168百万円 189百万円

材料貯蔵品 37 42 
 

 

※２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。

前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおり

である。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

貸出コミットメントの総額 8,000百万円 8,000百万円

借入実行残高 3,000 － 

差引額 5,000 8,000 
 

 

(中間連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

 

 
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
 至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
 至 2025年９月30日)

従業員給料手当 801百万円 824百万円

賞与引当金繰入額 273 316 

退職給付費用 12 16 

貸倒引当金繰入額 △9 35 
 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
 至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
 至 2025年９月30日)

現金預金勘定 8,832百万円 12,507百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △493 △543 
取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する
短期投資（有価証券）

－ 100 

現金及び現金同等物 8,339 12,064 
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(株主資本等関係)

前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月27日
定時株主総会

普通株式 376 13.00 2024年３月31日 2024年６月28日 利益剰余金

 

 

２  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月13日
取締役会

普通株式 433 15.00 2024年９月30日 2024年12月３日 利益剰余金

 

 

 

 

当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 948 33.00 2025年３月31日 2025年６月30日 利益剰余金

 

 

２  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年11月13日
取締役会

普通株式 746 26.00 2025年９月30日 2025年12月２日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

合計
調整額
(注１)

中間連結
損益計算書
計上額
(注２)

建設事業 不動産事業等

売上高
     

 一定の期間にわたり
 移転される財

43,765 72 43,838 － 43,838

 一時点で移転される財 967 437 1,405 － 1,405

 顧客との契約から
 生じる収益

44,733 509 45,243 － 45,243

 その他の収益 － 566 566 － 566

  外部顧客への売上高 44,733 1,076 45,810 － 45,810

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ 3 3 △3 －

計 44,733 1,080 45,813 △3 45,810

セグメント利益 531 312 843 △440 403
 　
(注) １．セグメント利益の調整額△440百万円には、セグメント間取引消去9百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△449百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

る。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 

 

当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

合計
調整額
(注１)

中間連結
損益計算書
計上額
(注２)

建設事業 不動産事業等

売上高
     

 一定の期間にわたり
 移転される財

44,410 77 44,487 － 44,487

 一時点で移転される財 1,060 190 1,251 － 1,251

 顧客との契約から
 生じる収益

45,471 267 45,739 － 45,739

 その他の収益 － 554 554 － 554

  外部顧客への売上高 45,471 822 46,293 － 46,293

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

93 3 96 △96 －

計 45,564 825 46,389 △96 46,293

セグメント利益 2,797 299 3,096 △520 2,576
 　
(注) １．セグメント利益の調整額△520百万円には、セグメント間取引消去△9百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△510百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費で

ある。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりである。

 
 
(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

項目
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
 至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
 至 2025年９月30日)

１株当たり中間純利益 (円) 18.53 68.38

(算定上の基礎)    

親会社株主に帰属する中間純利益 (百万円) 536 1,964

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に
帰属する中間純利益

(百万円) 536 1,964

普通株式の期中平均株式数 (株) 28,925,645 28,722,103
 　
（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

 
(重要な後発事象)

該当事項なし。

 
２ 【その他】

中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりである。

　　（1）決議年月日　　　　　　　　　　　　　　　　2025年11月13日

　　（2）中間配当金総額　　　　　　　　　　　　　　746,742,386円

　　（3）１株当たりの額　　　　　　　　　　　　　　26円00銭

　　（4）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　2025年12月２日

（注）2025年９月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行う。

 
(自己株式取得に係る事項の決定）

当社は、2025年11月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議した。

１．自己株式の取得を行う理由

株主還元の一層の充実と更なる資本効率の向上のため。

２．取得に係る事項の内容

（1）取得対象株式の種類 　　当社普通株式

（2）取得する株式の総数 　 200,000株（上限）

　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式除く）に対する割合0.70％）

（3）株式の取得価額の総額 　350,000,000円（上限）

（4）取得期間　　　　　　　 2025年11月14日～2025年11月30日

（5）取得方法　 　　　　　　東京証券取引所における自己株式立会外買付取引

　　　　　　　　　　　　　　（ToSTNeT-3）を含む市場買付
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書

 
2025年11月12日

松井建設株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

　 東 　京 　事 　務 　所
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 千　　葉　　 達　　也  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 守　　屋　　 貴　　浩  

 

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている松井建設株

式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算

書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、松井建設株式会社及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用

される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
 

以　上

　

 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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